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評 価 書

平成２５年１月

宮 城 県

平成２４年度に行った公共事業再評価の結果は，以下のとおりである。

記

１ 対象事業名

石巻港港湾環境整備事業（廃棄物埋立護岸）

２ 事業の概要

別紙のとおり

３ 県民生活及び社会経済に対する効果並びに把握方法

「事業の進捗状況」，「事業を取り巻く社会経済情勢等の変化」，「代替案との比較」，「コ

スト縮減」，「費用対効果」の項目で事業効果を把握した。

４ 評価の経過

平成24年11月21日 「行政活動の評価に関する条例」第８条の規定により行政評価委

員会に諮問

平成24年11月21日 同条例第９条に基づく県民意見聴取

～平成24年12月20日

平成24年12月21日 宮城県行政評価委員会公共事業評価部会（第３回）開催

（１回目審議及び現地調査）

平成25年 1月18日 宮城県行政評価委員会公共事業評価部会（第４回）開催

（２回目審議）

平成25年 1月21日 宮城県行政評価委員会及び同公共事業評価部会より答申

５ 行政評価委員会の意見

「事業継続」とした県の評価に対し，妥当とした。

審議対象事業の実施に関する意見は，次のとおり

〔 石巻港港湾環境整備事業（廃棄物埋立護岸） 〕

Ｂ地区における事業の実施に当たっては，東日本大震災により生じた災害廃棄物

及び津波堆積物を早急に処分する必要があることから，各関係機関との調整を十分

に行いながら，早期完成に努めること。



2

６ 評価の結果

石巻港港湾環境整備事業（廃棄物埋立護岸）を継続する。

評価の結果の詳細は，別添１のとおり

なお，事業の実施に関する意見に対しては，以下のとおり対応する。

〔 石巻港港湾環境整備事業 〕

Ｂ地区における事業の実施に当たっては，東日本大震災により生じた災害廃棄

物及び津波堆積物をリサイクル処理した再生資材の受け入れを早期に開始するた

め，国や漁協等の各関係機関との調整を十分に行いながら，早期完成に努める。
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別紙

事業概要一覧

事業 完成 全 体

事業種別 事業名 事 業 採択 予定 事業目的・事業概要 事業費 進捗率

実施箇所 年度 年度 (億円) (％)

港 湾 石巻港港湾 石巻市 H9 H33 石巻港内で発生する浚渫土砂及び震 74.8 57.4

環境整備事 災廃棄物を受け入れるため，廃棄物

業（廃棄物 埋立護岸の整備を実施するもの。

埋立護岸） 護岸延長L=1,437m


